
阿智村農業委員会委員（農業委員）募集のお知らせ 
 

 

「農業委員会等に関する法律」により、阿智村では以下の通り、令和５年度７

月から農業委員になっていただく方を募集します。 

 

１ 募集人員 

  １４人 

 

２ 任 期 

  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで（３年間） 

 

３ 身 分 

  阿智村の特別職の非常勤職員 

 

４ 職務内容 

農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び担い手への農地の集積・集約 

化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等に伴う現地での調査、

指導及び監視業務等 

  

５ 委員報酬 

  年額 ３０６，０００円 

 （農業委員会会長に就任した場合、年額４６９，０００円） 

 （農業委員会会長職務代理者に就任した場合、年額３２０，０００円） 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その

他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者で、次のいずれかに該当する者は除く。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受  

けることがなくなるまでの者 

 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き等 

  以下の（１）の様式により必要事項を記入のうえ、（２）の添付書類を添え

て、郵送又は持参により、阿智村役場建設農林課へ提出してください。様

式は役場窓口に備えるほか、阿智村ホームページからダウンロードできま

す。 

  なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。 

 



（１）推薦及び応募様式 

農業者等（個人）が推薦する場合            様式第１号 

法人又は団体が推薦する場合              様式第２号 

自ら応募する場合                   様式第３号 

（２）添付書類  

ア 推薦を受ける者又は応募する者の住民票（発行後３ヶ月以内のもの） 

  イ 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者である場合又は所属する

法人が認定農業者である場合は、認定農業者であることを証明する書

類の写し。 

 

８ 推薦又は応募の重複について 

  同一の方が、農業委員と農地利用最適化推進委員の双方に推薦を受けるこ

と又は応募することができますが、双方の委員を兼ねることはできません。 

 

９ 受付期間 

 令和５年３月２７日（月）から令和５年４月２６日（水）まで（必着） 

※持参される場合は、役場開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分ま 

でに持参してください。 

 

１０ 選定方法 

  阿智村農業委員候補者評価委員会において、書類審査等を実施し、その評

価結果を参考に村長が選考します。農業委員の任命には、議会の同意が必

要となることから、その結果は、６月に推薦者、推薦を受けた者、応募さ

れた者に郵送により通知します。 

 

１１ 推薦又は応募に関する情報の公表 

  法令の定めにより、受付期間の終了後に、阿智村のホームページ等で、提

出された推薦又は応募に係る書類に記載されている内容を公表しますので、

あらかじめご了承ください。 

 

問い合わせ先 

 

阿智村役場 建設農林課 農業委員会事務局 

〒３９５－０３０３ 

阿智村駒場４８３ 

電話番号 ０２６５－４３－２２２０ 

 


